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教えて！ オーストラリア

問6

オーストラリアの 近の景気動向で、回復の兆

しはありますか？
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答6
7月15日に発表された6月の自動車販売台数は、前月比で4.0％増、前年同月比で7.1％増

となり、堅調な伸びとなりました。

2013年に入り、伸び悩んでいた新車販売ですが、2012年12月に記録した月間 多販売台

数を上回り、個人消費の堅調さを示しました。ローン金利の低下などが追い風となっている

とみられ、利下げの効果が現れ始めているとも考えられます。

好調な高級車販売

オーストラリアでは高級車の販売が好調です。ドイツの高級車ポルシェは、オーストラリアの

2013年上半期の売り上げが、前年同期比で約30％増となり、オーストラリアでの販売台数

が過去 高となる見通しです。その他の高級車メーカーも、販売が増加しており、富裕層の

需要がうかがえます。

オーストラリア連邦政府が発表した自動車に対する税制優遇措置の縮小が、新車販売に与

える影響が懸念されるものの、こうした富裕層の購買意欲が支えとなることが期待されます。

■オーストラリアにおける高級車販売の伸び率（前年同期比、2013年6月現在）

上記は過去のデータであり、将来を示唆・保証するものではありません。また、上記の投資環境や見通しは、本資料作成
時点での当社の見解であり、将来の動向や結果を示唆、保証するものではありません。また、将来予告なしに変更する場
合もあります。

出所：ブルームバーグ、Australian Financial Reveiw、各種資料をもとに当社作成

自動車メーカー 伸び率

ポルシェ（Porsche） 約30%

BMW（BMW） 約10％

メルセデス・ベンツ（Mercedes-Benz） 約25％

アストン・マーチン（Aston Martin） 約30％

ベントレー（Bentley） 約150％

フェラーリ（Ferrari） 約40％



本資料ご使用にあたってのご留意事項

投資信託のリスクおよび費用は投資信託ごとに異なりますので、ご投資される際には、事前に投資信託説明書（交

付目論見書）や契約締結前交付書面でご確認ください。

なお、以下に記載するリスクおよび費用項目につきましては、一般的な投資信託を想定しております。費用の料率

につきましては、ＵＢＳグローバル・アセット・マネジメント株式会社が運用するすべての投資信託のうち、徴収する

各費用における 高の料率を記載しております。購入のお申込にあたっては、販売会社より投資信託説明書（交付

目論見書）等をお渡ししますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断くださいますようお願いいたします。

投資信託のリスクについて

投資信託は株式、債券、投資信託証券など値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替リスクもあります）に投

資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資家の皆様の投資元本が保証されているものではなく、

基準価額の下落により損失を被り、元本を割り込むことがあります。また、投資信託は、預金ではなく、預金保険制

度の対象ではありません。

投資信託のリスクは投資対象資産の種類、投資制限、取引市場、投資対象国等により異なります。

※詳しくは各投資信託の目論見書および契約締結前交付書面をご覧ください。

投資信託の費用について

投資信託のご購入時や保有期間中には以下の費用がかかります。

【直接ご負担いただく費用】

・購入時：購入時手数料 上限3.675％（税抜3.50％）

・換金時：信託財産留保額 上限0.7％

【保有期間中に間接的にご負担いただく費用】

・運用管理費用（信託報酬） 上限約2.45％（税込）（ファンドオブファンズの投資先ファンドの概算値を含む）

・その他の費用（監査報酬、有価証券売買委託手数料、信託事務の諸費用等）をご負担いただきます。

※これらの費用の額および計算方法等は、投資信託毎に異なります。詳しくは各投資信託の目論見書および契約

締結前交付書面等にてご確認ください。

本資料は、情報提供を目的としたものであり、特定の金融商品取引の勧誘を目的としたものではありません。本資料は、信頼できる
情報をもとにUBSグローバル・アセット・マネジメント株式会社によって作成されておりますが、その正確性・完全性が保証されている

ものではありません。本資料に記載されている内容・数値・図表・意見・予測等は、本資料作成時点のものであり、将来の市場動向、
運用成果等を示唆・保証するものではなく、また今後予告なく変更されることがあります。
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